
下記の（１）～（３）のうち、いずれかに該当する者

（１） ａ及びｂの期間が通算して５年以上　かつ　ａ及びｂの期間からｅの期間を除いた期間が３年以上である者

（２） ｃの期間が通算して8年以上　かつ　ｃの期間からｆの期間を除いた期間が３年以上である者

（３） ａ、ｂ及びｃの期間からｅ及びｆの期間を除いた期間が３年以上 かつ ｄの期間が通算して５年以上である者

実務経験年数

ⅰ

ⅱ

ⅲ

ⅳ

ⅴ

保険医療機関の従業者のうち、次のいずれかに該当する者
１ 社会福祉主事任用資格を有する者※14
２

相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び
技術を修得した者と認められる者
〔訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者等が該当（訪問介護員養成研修１級・２級課程修了
者、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研修修了者、実務者研修修了者、介護福祉士）　※15　〕

３
ｄに掲げる資格を有する者並びにaのⅰからⅴまでに掲げる従事者及び従業者としての期間が１年以上の
者

（ⅰ）

（ⅱ）

（ⅲ）

（ⅳ）

（ⅴ）

上記（ⅰ）～（ⅴ）に掲げる者であって、下記１～４の資格を有して直接支援業務に従事した者

１ 社会福祉主事任用資格を有する者※14

２
相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な
知識及び技術を修得した者と認められる者〔訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者等
が該当（訪問介護員養成研修１級・２級課程修了者、介護職員基礎研修修了、介護職員初任者研
修修了者、実務者研修修了者、介護福祉士）　　※15〕

３ 保育士
４ 児童指導員任用資格者※25、精神障害者社会復帰指導員任用資格者※26

ｃ 8年以上

ａ～ｃに従事した
期間からｅ及びｆ
の期間を除いた
期間が３年以上

ⅰ

ⅱ

ｆ

特例子会社※23及び助成金受給事業所※24の従業者

学校（大学を除く。）※13の従業者

ａと通算して

５年以上
ｂ

ｅ－ⅱに掲げる従業者であって、社会福祉主事任用資格者等でない者が直接支援の業務に従事した期間

③有資
格者等

ｄ

次の国家資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間が５年以上

a

参考

障
害
者
の
保
健

、
医
療

、
福
祉

、
就
労

、
教
育
の
分
野
に
お
け
る
支
援
業
務

障害児入所施設※４、助産施設※16、乳児院※５、母子生活支援施設※17、保育所※18、幼保連携型認定こども園※
19、児童厚生施設※20、児童家庭支援センター、児童養護施設※６、児童心理治療施設※７、児童自立支援施設※８、
障害者支援施設※９、老人福祉施設※10、介護老人保健施設※11、保険医療機関の療養病床の従業者

障害児通所支援事業※３、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸
訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、家庭的保
育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、障
害福祉サービス事業※21、老人居宅介護等事業※22の従事者

保険医療機関、保険薬局、訪問看護事業所の従業者

業務の範囲 業　務　内　容

児童相談所、児童家庭支援センター※２、身体障害者更生相談所、精神障害者社会復帰施設、知的
障害者更生相談所、福祉事務所、発達障害者支援センターの従業者
〔障害児通所支援事業　※３〕

ｂと通算して

５年以上

①
相
談
支
援
の
業
務

児童発達支援管理責任者の実務経験要件について

地域生活支援事業、障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業の
従事者※１

障害児入所施設※４、乳児院※５、児童養護施設※６、児童心理治療施設※７、児童自立支援施設※
８、障害者支援施設※９、老人福祉施設※10、精神保健福祉センター、救護施設、更生施設、介護老
人保健施設※11、地域包括支援センターの従業者

ⅵ

上記（ⅰ）～（ⅴ）に掲げる者であって、ｂの１～４の資格に該当せず直接支援業務に従事した者

障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターの従業者
〔障害者雇用支援センター　※12〕

除算期
間
（障害児、
児童又は
障害者に対
する支援以
外の業務
従事期間）

学校（大学を除く。）※13の従業者

①相談支援の業務のうち
老人福祉施設、救護施設、更正施設、介護老人保健施設、地域包括支援センターの従業者であった期間

②直接支援の業務のうち
老人福祉施設、介護老人保健施設、保険医療機関の療養病床の従業者、老人居宅介護等事業の従事者又は特例子
会社、助成金受給事業所の従業者であって、社会福祉主事任用資格者等である者が直接支援の業務に従事した期間

②
直
接
支
援
の
業
務

身体上若しくは精神上の障害があること又は、環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に
応じ、助言、指導その他の支援を行う業務

②直接支援の業務とは
身体上若しくは精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排せつ、食事その他の介護又は日常生活
における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援、並びにその訓練等を行う者に対し
て訓練等に関する指導を行う業務を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業
教育に係る業務

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉
士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、は
り師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士又は精神保健福祉士

①相談支援の業務とは

ｅ

2



※１

※２

※３

※４

※５

※６

※７

※８

※９

※10

※11

※12

※13

※14

※15

※16

※17

※18

※19

※20

※21

※22

※23

※24

※25

※26
「精神障害者社会復帰指導員任用資格者」とは、高等学校卒業者で２年以上精神保健及び精神障害者の福祉に関する業務に従事した者など、精神障
害者社会復帰施設の整備及び運営に関する基準第17条第３項各号のいずれかに該当する者をいう。

（注）
　ここで、１年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が１年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が１年あたり180日以上であることを言うも
のとする。例えば、５年以上の実務経験であれば、業務に従事した期間が５年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が900日以上であることを
言う。（Ｈ18.6.23　厚生労働省事務連絡）

　国家資格等による業務に５年以上従事している者は、相談支援業務及び直接支援業務の実務経験が３年以上となっているが、国家資格等による業
務に従事した期間と相談支援業務及び直接支援業務に従事した期間が重複している場合はどちらとしてもカウントしてよい。例えば、国家資格等による
業務が相談支援業務となる場合は、８年以上の実務経験ではなく、５年以上の実務経験で良いことになる。（Ｈ18.6.23　厚生労働省事務連絡)

「老人福祉施設」とは、老人福祉法第５条の３に基づく、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。

「児童養護施設」とは、児童福祉法第41条に規定する保護者のない児童（乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要の
ある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。）、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて
退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいう。

「児童心理治療施設」とは、児童福祉法第43条の２に規定する家庭環境、学校における交友関係その他の環境上の理由により社会生活への適応が困
難となつた児童を、短期間、入所させ、又は保護者の下から通わせて、社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行
い、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設施設をいう。

　厚生労働省告示第544号より、「障害児相談支援事業」とは、改正前の児童福祉法第6条の２第１項に規定する障害児相談支援事業、「障害者相談支
援事業」とは、改正前の身体障害者福祉法第４条の２第１項に規定する身体障害者相談支援事業、「知的障害者相談支援事業」は、知的障害者福祉法
第４条２規定する知的障害者相談支援事業をいう。

「児童厚生施設」とは、児童福祉法第40条に規定する児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにするこ
とを目的とする施設をいう。

　実務経験となる障害児関連施設として、児童相談所の他に、障害児通所支援事業が該当する。（H18.11.2　厚生労働省Q&Aを準用)
　「障害児通所支援事業」とは、児童福祉法第６条の２に基づく、障害児通所支援を行う事業をいう。「障害児通所支援」とは、児童発達支援、医療型児
童発達支援、放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援をいう。

「障害者支援施設」とは、障害者総合支援法第５条第12項より、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービ
スを（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型）行う施設をいう。

１

「児童家庭支援センター」とは、児童福祉法第44条の２第１項に規定する地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他から
の相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う
ほか、第二十六条第一項第二号及び第二十七条第一項第二号の規定による指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他
厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。

「乳児院」とは、児童福祉法第37条に規定する乳児（保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。）を
入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。

「社会福祉主事任用資格を有する者」とは、社会福祉士の資格を有する者、又は大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修
めて卒業した者など、社会福祉法第19条第１項の各号のいずれかに該当する者をいう。

「児童指導員任用資格者」とは、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者、小学校、中学校、高等学校の教諭の資格を持つ者、大学の学部
で心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科を修めて卒業した者、大学院で心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科を修めて卒業した
者、児童福祉事業に従事した者（高校卒業２年以上、その他３年以上）など、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第４３条各号のいずれかに該
当する者をいう。

　H18年６月26日主管課長会議資料の参考１「サービス管理責任者の実務経験」に、訪問介護員２級以上に相当する研修を修了した者等と記載されて
いる。また、介護保険法施行規則の一部改正に伴い研修の課程が見直され、平成25年4月１日より、介護員養成研修課程（介護職員基礎研修課程、訪
問介護員養成研修1級課程、2級課程及び3級課程）（以下、「旧課程」という。）は、「介護職員初任者研修課程」へ一元化されたたが、平成24年3月28日
老振発0328第9号「介護員養成研修の取扱細則について」６（１）より、旧課程を修了している者については、すべて介護職員初任者研修の修了の要件
を満たしているものとして取り扱うこととされ、同じく６（３）・（６）より、看護師等の資格を有する者については、施行までの間は改正前の介護保険法施行
規則第２２条の２３第１項に規定する一級課程修了相当とみなして引き続き業務に従事することが可能であり、施行後は介護職員初任者研修修了の要
件を満たしているものとして、引き続き業務に従事することが可能である。

「学校（大学を除く。）」とは、学校教育法第１条に定める幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専
門学校をいう。

「母子生活支援施設」とは、児童福祉法第38条に規定する配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所さ
せて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと
を目的とする施設をいう。

「特例子会社」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第１項に規定する子会社をいう。

「助成金受給事業所」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第１項第６号に規定する助成金の支給を受けた事業所をいう。

「障害福祉サービス事業」とは、障害者総合支援法第５条第１項に基づく、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期
入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護（平成26年４月から共同生活援助（グループホーム）に一元化）、施設入所支援、自立訓練、就労移行支
援、就労継続支援及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サービスを行う事業をいう。

「児童自立支援施設」とは、児童福祉法第44条に規定する不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生
活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所し
た者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設をいう。

「幼保連携型認定こども園」とは、児童福祉法第39条の２第１項に規定する義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満３歳以上の幼児に
対する教育（教育基本法 （平成18年法律第120号）第６条第１項 に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。）及び保育を必要とする乳
児・幼児に対する保育を一体的に行い、これらの乳児又は幼児の健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを
目的とする施設をいう。

「障害児入所支援」とは、児童福祉法第６条の２に基づく、障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児に対して行われる保護、日
常生活の指導及び知識技能の付与並びに障害児入所施設に入所し、又は指定医療機関に入院する障害児のうち知的障害のある児童、肢体不自由の
ある児童又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童に対し行われる治療をいう。

「老人居宅介護等事業」とは、老人福祉法第10条の４第１項第１号の措置に係る者又は、介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく訪問介護
に係る居宅介護サービス費、夜間対応型訪問介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費の支給に
係る者その他の政令で定める者につき、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚
生労働省令で定めるものを供与する事業をいう。

２

　障害者雇用支援センター（改正前の平成18年９月29日告示第544号に記載）は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により廃
止となったが、あっせん型は障害者就業・生活支援センターに、その他は就労移行支援事業所に移行されているため、実務経験に含める。

「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並び
に日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、介護保険法第94条第１項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。

「助産施設」とは、児童福祉法第36条に規定する保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所
させて、助産を受けさせることを目的とする施設をいう。

「保育所」とは、児童福祉法第39条第１項に規定する保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設（利
用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。）をいう。


